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マイナ保険証への移行に伴う事務手続の変更等について（通知） 

 

 

日頃より、公立学校共済組合の業務運営に関して、御理解・御協力いただきありがとうございます。 

さて、この度、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和５年法律第４８号）による地方公務員等共済組合法（以下「地共法」という。）の一部

改正に伴い、令和６年１２月２日から、組合員又は被扶養者であることの資格確認について、マイナ保険

証（マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの）による医療機関等の受診を基本と

する仕組みに移行されます。 

ついては、これに伴う事務手続の変更等について、下記のとおりとしますので、お知らせします。 

なお、地共法施行規程等の改正省令が現時点で示されていないため、一部取扱いについて変更となる場

合があります。 

 

記 

 

１ 組合員証等（健康保険証）の発行終了について 

  令和６年１２月２日以後は、組合員証等（組合員証、船員組合員証、任意継続組合員証及びそれぞれ

の被扶養者証をいう。また、これらを総じて健康保険証ともいう。以下同じ。）は発行されなくなりま

す。 

  令和６年１２月２日以降に以下の事由が生じた方には、組合員証等は発行（又は再発行）いたしませ

ん。 

 ・ 新たに組合員資格を取得（又は被扶養者として認定される）方 

 ・ 任用形態の変更により組合員番号が変更となった方 

 ・ 任用形態の変更により令和６年１２月２日以降に組合員種別が変更となった方 

 ・ 氏名等の券面記載情報が変更となった方 

 ・ 組合員証等を紛失・損傷等した方 

 ・ 任意継続組合員の加入の申出をする方 

 

２ 交付済の組合員証等（健康保険証）の取扱い 

（１）令和６年１２月２日前に交付済みの有効な組合員証等（令和６年１１月２９日までに発行される

ものを含む。）は、経過措置により、令和７年１２月１日まで引き続き使用できます。 

  ただし、経過措置期間中に退職、認定取消等で資格を喪失する場合は、以後使用できませんので、

所属所を経由して速やかに返納してください。 

  なお、経過措置が終了する令和７年１２月２日以降、組合員証等の一斉回収等は行わない予定で

す。 

（２）組合員番号や氏名等の券面記載情報が変更となった場合も、現行の組合員証等は以後使用できな

くなりますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をした方は「マイナ保険証」で、

マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても健康保険証利用登録をしていない方には

「資格確認書」を新たに発行しますので、これらを提示することで、これまでどおり保険診療を受

けることができます。 



 

 

 

３ 「マイナ保険証」の利用登録 

  マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたものを「マイナ保険証」といいます。医

療機関等の顔認証付きカードリーダーを使って、オンライン資格確認（電子資格確認）を行います。こ

れまで以上にスムーズに保険診療を受けることができます。 

 【周知事項】 

・ 御本人の同意に基づき、自身の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受ける

ことができます。 

・ 突然の手術・入院でも、限度額適用認定証の交付申請をすることなく、高額療養費の自己負担限

度額が自動的に適用され、自己負担限度額を超える支払いが不要になります。 

・ マイナ保険証の利用により、初・再診料に加算額される自己負担額が低くなります（薬剤情報等、

必要な情報を取得・活用して診察等を行うことの同意が必要です。）。 

・ マイナ保険証利用登録により、御本人の医療情報の漏洩等セキュリティ上のリスクが生じるこ

とはありません。 

  マイナンバーカードの交付申請については、お住まいの自治体へ御確認ください。 

  マイナ保険証利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ＡＴＭのほか、医療機関・薬局の受付に設置

されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます（共済組合では、マイナ保険証利用登録

はできません。）。 

  詳しくは厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html ）を参照して

ください。 

 

４ 「資格確認書」の発行 

  マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても健康保険証利用登録をしていない方（マイナ

保険証を保有していない方）等、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方であって、

有効な組合員証等を有していない組合員等を対象として、新たに「資格確認書」を発行します。 

  医療機関等に提示することで、組合員証等と同様の使い方で、これまでどおり保険診療を受けること

ができます。 

  資格確認書の発行については、これまで全ての加入者の方に組合員証等（健康保険証）を発行してき

た取扱いを改めるものであり、マイナ保険証を保有しながら、資格確認書の交付を受けて併用すること

はできません。資格確認書の交付を受けるにはマイナ保険証利用登録を解除する必要があります。 

  ただし、要配慮者については、マイナ保険証との併用が可能です（下記（５）⑥及び⑧）。 

 

  「資格確認書」の詳細は、以下のとおりです。 

 

（１）大きさ・材質等 

  ハガキ型（縦 128 ミリメート

ル・横 91ミリメートル）の厚紙

です。 

  限度額適用認定証と同様のサ

イズです。 

  色：白緑色、紙質：上質紙（特

厚口）。 

  複製等防止措置（地紋印刷）

を講じています。 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


 

 

（２）資格確認書の記載事項 

記載面 資格確認書の記載事項 

表面 

・本人・家族区分 ・交付年月日 

・記号・組合員番号・枝番 ・組合員氏名（被扶養者のみ） 

・氏名（漢字・フリガナ） ・負担割合及び発効年月日（７０歳以上の場合のみ 

・性別 表示） 

・生年月日 ・有効期限 

・資格取得・認定年月日 ・保険者番号・保険者名称・所在地 

裏面 
・住所記入欄（自筆） ・注意事項欄 

・備考欄 ・臓器提供意思表示欄 

 

（３）資格確認書の発行時期 

 資格確認書の交付対象者（オンライン資格確認を

受けることができない状況にある方に限る。） 
資格確認書の発行時期 

・令和６年１２月２日以降に新規加入する組合

員・被扶養者 

・令和６年１２月１日以前に加入し、有効な組

合員証等を有していない組合員・被扶養者 

・共済組合での資格取得・被扶養者認定、情

報変更、再交付等の手続完了後に交付 

・オンライン資格確認を受けることができな

い状況にあることが判明したときに交付 

令和６年１２月１日以前に加入し、有効な組

合員証を有している組合員・被扶養者 

令和７年秋に発行予定（申請不要） 

令和７年１２月１日までは、現行の健康保

険証を使用することができます。 

 

（４）資格確認書の交付方法 

ア 職権交付 

 当分の間、マイナ保険証を保有していない方その他共済組合が必要と認めた者として以下①又

は②に該当する場合には、本人の申請によらず共済組合が職権で交付いたします。 

① （マイナ保険証による）オンライン資格確認を受けることができない状況にあるとき。 

 下記（５）「資格確認書の交付要件」の「職権交付」に該当する方であることが判明した場合に、資格確認書を

職権交付いたします。社会保険診療報酬支払基金の「医療保険者等向け中間サーバー」から、マイナ保険証の保有

状況（マイナ保険証紐づけ情報）及びマイナンバーカードの電子証明書の有効状況が月次で情報提供されます。 

 ただし、新規加入する組合員・被扶養者については、新規加入時にはこれらの状況が把握できません。このため、

組合員資格取得届書及び被扶養者申告書に「資格確認書交付要否」欄を設け、マイナ保険証を保有しているかどう

か等を自己申告してもらい、交付「要」の場合に資格確認書（最長５年有効のもの）を交付します。 

 組合員資格取得時の手続には一斉交付と個別交付の２種類の手続方法があります。一斉交付では、いったん一律

に下記②により資格確認書（最長３か月有効のもの）を職権交付し、後日提出された組合員資格取得届書（一斉交

付用）の「資格確認書交付要否」欄が交付「要」の方（マイナ保険証を保有していない方）には、３か月の有効期

限が切れる前に「資格確認書」(最長５年有効のもの）を交付する運用とします。 

② 医療保険者等向け中間サーバーへのデータ登録に日数を要するとき。 

 当共済組合では、新規加入する組合員・被扶養者の組合員資格取得届書及び被扶養者申告書の受付後、個人番号

（マイナンバー）を取得し、「医療保険者等向け中間サーバー」に加入者情報の登録を完了させ、登録された情報

が「オンライン資格確認等システム」へ連携されるまで一定の日数（東京支部では２か月程度）がかかることが見

込まれます。この間は、オンライン資格確認を受けることができない状況となります。 

 このため、新規加入する組合員・被扶養者については、マイナ保険証を保有している方（「資格確認書交付要

否」欄が交付「否」の方）であっても、資格確認書（最長３か月有効のもの）を交付する運用といたします。 

 

イ 申請交付 

 上記以外に、組合員及びその被扶養者が、オンライン資格確認を受けることができない状況に

あるとき（下記（５）「資格確認書の交付要件」の「申請交付」に該当するとき）は、当該組合

員は、資格確認書の交付を申請することができます。 

（５）資格確認書の交付要件 



 

 

資格確認書の交付要件 【備考】 交付方法 

① マイナンバーカードを取得していない方 

 マイナンバーカードを返納した方 

 

 
職権交付  

 （マイナンバーカードを返納した方が事前に資格確認書の交付を

申請する場合） 

 
 申請交付 

② マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を

行っていない方 

  利用登録解除を申し出た方、利用登録を解除した方。 

 

 

【※１】 

職権交付  

③ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 

 （電子証明書の有効期限が切れてから３か月を経過した方） 

 

 
職権交付  

 （更新予定がない方）   申請交付 

④ 医療保険者等向け中間サーバーへの加入者情報が登録不可の

方（マイナンバーの誤りが疑われる場合等） 

  マイナポータルや医療機関等における自己情報閲覧が不可の

方（ＤＶ等の被害を受けている方で、自己情報提供不可フラグ、

不開示該当フラグが設定された場合。） 

 

職権交付  

⑤ 令和６年１１月２９日までに交付済の組合員証等の組合員番

号・氏名等の券面記載情報が変更となった方や、組合員種別が変

更となった方で、上記①～④に該当する方。 

  令和６年１１月２９日までに交付済の組合員証等を亡失又は

著しく損傷した方で、上記①～④に該当する方。 

 

【※２】 

 

【※３】 

 

職権交付  

⑥ 下記⑧により資格確認書が申請交付された要配慮者の資格確

認書を更新する場合  ※ マイナ保険証との併用が可能です。 【※４】 職権交付  

⑦ マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方。 

 （再発行、更新の予定がある方） 

 
 申請交付 

⑧ マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が同行して

資格確認を補助する必要がある要配慮者（要介護高齢者、障害者

等）         ※ マイナ保険証との併用が可能です。 

 

【※４】  申請交付 

【備考】 

※ ７５歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から資格確認書は発行されま

せん。 

※ 資格確認書は、（マイナ保険証による）オンライン資格確認を受けることができない状況にある

場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、マ

イナ保険証を保有しながら、例えば「念のため資格確認書を持っておきたい。」という申請理由で

交付することはできません。 

※１ マイナ保険証利用登録の解除を希望する場合には、「マイナンバーカードの健康保険証利用

登録の解除申請書」を提出してください（下記（６））。 

※２ 「組合員情報変更訂正届」（被扶養者氏名変更の場合は「被扶養者情報変更訂正届」）を提出し、

組合員証等を返納してください。 

※３ 「組合員証等の紛失等の届」（新様式）を提出し、損傷の場合は組合員証等を返納してくださ

い。  

※４ 要配慮者については、マイナ保険証を利用する意思はあるものの、御自身でマイナンバーカー

ドを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等（車いすに乗っている、視覚障害を持ってい

る等）、状況によってはマイナ保険証での資格確認が難しく、介助者等が資格確認を補助する場合

もあることを想定しています。このため、マイナ保険証を保有しながら、資格確認書の申請交付も

可能とされています。親族等の法定代理人のほか、施設職員等による代理申請も可能です。 

 



 

 

（６）マイナ保険証を保有している方が資格確認書の交付を希望する場合 

  マイナ保険証を保有している方（マイナ保険証の利用登録をしている方）が、資格確認書の交付を

希望する場合は、マイナ保険証と資格確認書を併用することはできないため、マイナ保険証利用登録

を解除する必要があります（ただし、要配慮者については、マイナ保険証利用登録を解除することな

く併用が可能です（上記（５）⑥及び⑧）。）。 

  マイナ保険証利用登録の解除を希望する場合には、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の

解除申請書」を提出してください。共済組合で受付後、申請者が有効な組合員証等を有していない場

合には、資格確認書を職権交付いたします。詳しくは、本件通知（令和６年１０月２５日６公立東京

給第１０９９号）を参照してください。 

 【留意事項】 

※ マイナ保険証利用登録の解除申請は、マイナンバーカードを持っている方がマイナ健康保険証

利用登録を行った場合に、任意にその登録を解除することができるものです。マイナンバーカード

を持っていない方は、そもそも、マイナ保険証利用登録を行うことができませんので、解除の申

請をする必要もありません（解除の申請をしても何も起こりません）。 

  マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証利

用登録をしていない方には、上記（３）に記載の発行時期に資格確認書が交付されますので御安心

ください。 

※ マイナポータルの健康保険証画面の資格情報（オンライン資格確認等システムに連携された資

格情報）自体を解除（削除）することはできません。 

 

（７）資格確認書の有効期限 

ア 資格確認書（最長５年有効のもの） 

  交付日から５年以内の最も遅い「９月３０日」とします。 

 例：交付日が令和６年１２月２日～令和７年９月３０日→有効期限は「令和１１年９月３０日」 

   交付日が令和７年１０月１日～令和８年９月３０日→有効期限は「令和１２年９月３０日」 

イ 資格確認書（最長３か月有効のもの） 

  交付日から３か月以内の最も遅い「月末」とします。 

 例：交付日が令和６年１２月２日～令和６年１２月３１日→有効期限は「令和７年２月２８日」 

   交付日が令和７年 １月１日～令和７年 １月３１日→有効期限は「令和７年３月３１日」 

 

  ただし、任意継続組合員は「任意継続組合員となった日から起算して２年を経過した日の前日」、

高齢受給者は「７５歳の誕生日の前日」を超えない範囲で設定します。 

 

 

（８）資格確認書の再交付・返納（回収） 

  紛失、損傷等による再交付の手続方法は、従来の組合員証等と変更ありません。「再交付申請書」

（新様式）を提出してください。損傷の場合は損傷した資格確認書を返納してください。 

  返納（回収）が必要な場合も、概ね従来の組合員証等と変更ありませんが、（マイナ保険証による）

オンライン資格確認を受けることができるようになったとき（上記（５）「資格確認書の交付要件」

に該当しなくなったとき）は、返納してください。 

  返納（回収）は、いずれも有効期間内のものに限ります。 

  なお、有効期限を経過した資格確認書は返納は不要ですが、個人情報を含むものであるため、御本

人において確実に処分する等の周知をお願いいたします（返納されても差し支えございません。）。 

 

 

 

 

 



 

 

５ 「資格情報のお知らせ」の発行 

  社会保険診療報酬支払基金の「医療保険者等向け中間サーバー」への加入者情報の登録完了を通知

するため、全ての組合員等に対して、「資格情報のお知らせ」（法令上は、「資格情報通知書」という

名称で定義されています。）を発行します。 

  このお知らせが発行されたことで、「オンライン資格確認等システム」（医療機関等の窓口でオンラ

インで資格情報を確認する仕組み）にお知らせ記載の資格情報が連携され、マイナ保険証が利用可能

となったことが分かります。 

  また、加入者御自身の資格情報（記号・番号、枝番、資格取得年月日等）を簡易に把握することが

できるほか、右下の点線部分を切り取り、カードサイズの「資格確認書のお知らせ」として利用でき

ます。 

 

  「資格情報のお知らせ」単体では医療機関等を受診できません。 

  災害その他の特別な事情（マイナ保険証を使用できない医療機関等や、医療機関等に設置されてい

るカードリーダーの不具合等）によりオンライン資格確認（電子資格確認）を受けることができない

状況にある組合員等は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を

受けることができます。 

 

  「資格情報のお知らせ」の詳細は以下のとおりです。 

 

（１）大きさ・材質 

 Ａ４版（縦 297 ミリメート

ル・横 210ミリメートル）の普

通紙です。 

 色：白色 紙質：普通紙

（57.5kg） 一般的なコピー

用紙の規格です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）「資格情報のお知らせ」の記載事項 

記載面 「資格情報のお知らせ」の記載事項 

表面 

・記号・組合員番号・枝番 ・負担割合、発効年月日及び有効期限（７０歳以上の 

・氏名（漢字・フリガナ） 場合のみ表示） 

・資格取得年月日 ・保険者番号・保険者名 

・発行年月日  

裏面  裏面の印字項目はありません。 

 

※ 令和６年１０月発行の「資格情報のお知らせ（加入者情報）」とは異なり、令和６年１２月２

日以降に発行される「資格情報のお知らせ」には個人番号（下４桁）は記載されません。 

 

（３）「資格情報のお知らせ」の発行時期 

「資格情報のお知らせ」の交付対象者 「資格情報のお知らせ」の発行時期 

（資格確認書の保有者も含め、）全ての組合

員・被扶養者 

共済組合での資格取得・被扶養者認定、情

報変更等の手続後、医療保険者等向け中間サ

ーバーへの加入者情報の登録が完了したとき

に交付 

令和６年１２月１日以前に加入している組合

員・被扶養者で、「資格情報のお知らせ（加入

者情報）」（令和６年１０月交付のもの）が交

付されなかった方 

令和６年１２月中旬頃に発行予定 

 

※ ７５歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から「資格情報のお知らせ」

は発行されません。 

 

 

（４）「資格情報のお知らせ」の交付方法 

  医療保険者等向け中間サーバーへの加入者情報の登録（更新）が完了するたびに、最新の資格情報

を記載したものが自動的に交付されます（申請不要）。 

 

（５）「資格情報のお知らせ」の有効期限 

  有効期限はありません。 

 

（６）「資格情報のお知らせ」の再交付・返納（回収） 

  マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルの資格情報画面で健康保険の情報が確認

できるため、再交付の必要はありません。紛失・破損等した場合は、マイナポータルの資格情報画面

で代用してください。 

  ただし、申請があれば再交付いたします。「再交付申請書」（新様式）を提出してください。 

  損傷した場合や、退職、認定取消等で資格を喪失する場合でも、「資格情報のお知らせ」は返納す

る必要はありません。 

  なお、個人情報を含むものであるため、御不要な場合は御本人において確実に処分する等の周知を

お願いいたします。 

 

 

 

 



 

 

７ その他の証についての取扱い 

  限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証及び高齢受給者証各

証の各証の取扱いは下表のとおりとなります。 

証（申請）の種類 申請 
各証の交付 

マイナ保険証を 
利用している方 

資格確認書を有 
している方 

組合員証等を有 
している方 ※６ 

 限度額適用認定証 
（認定申請） 

 任意（マイナ保
険証を利用してい
る方は不要） 

原則として交付し
ません（申請があ
れば交付します） 
 ※１ 

申請があれば交付
します ※３ 

申請があれば交付
します ※３ 

 限度額適用・標準負担
額減額認定証 
（認定申請） 

必須 
希望により交付 
します ※１ 

希望により交付 
します ※３ 

希望により交付 
します ※３ 

 特定疾病療養受療証
（認定申請） 

必須 
希望により交付 
します ※２ 

交付します ※２ 交付します ※２ 

 高齢受給者証（７０歳
以上の方） 

不要 ※５ 交付しません 
交付しません（資
格確認書を更新し
ます） ※４ 

交付します 

 
※１ 医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで限度額が適用されます。各証の提示は不

要です。 

※２ 医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「特定疾病療養受療証情報の提供確認画面」で「提

供する」を選択することで限度額が適用されます（医療機関等が対応していない場合には特定疾病

療養受療証の提示が必要です。）。 

※３ 医療機関等の窓口で資格確認書又は組合員証等を提示し、オンライン資格確認による「限度額

情報の照会」を申し出て、限度額は口頭同意、特定疾病は書面同意することで、各証を提示しなく

ても限度額が適用される場合があります（医療機関等が対応していない場合には各証の提示が必

要です。）。 

※４ ７０歳以上の方は、資格確認書に負担割合及び発効年月日が記載されます。 

※５ 現役並み所得者（３割負担の方）が基準収入額の適用（２割負担）を受ける場合には「基準収

入額適用申請書」の提出が必要です。 

※６ 令和６年１１月２９日までに交付済の有効な組合員証等を有している方については、申請又

は希望により、これまでどおり各証を交付します。 

 

８ 資格取得年月日等の印字について 

  従来の組合員証等では、番号変更、種別変更時の資格取得日は、当初資格取得日（変更前の取得日）

を印字していましたが、資格確認書、資格情報のお知らせ、高齢受給者証等の各証の資格取得年月日

等の印字内容は、オンライン資格確認等システムに連携している資格情報の資格取得年月日に合

わせて（変更後の取得日を）以下のとおりとします。 

 交付理由 資格取得年月日（認定年月日） 発効年月日 

70 

歳

未

満 

新規資格取得時 資格取得日  

組合員番号変更時 番号変更のあった日  

種別変更時 種別変更のあった日  

任意継続資格取得時 任意継続組合員となった日  

70 

歳

以

上 

７０歳到達時 （上記による） 
７０歳到達日（誕生日の前日）

の翌月１日 

負担割合変更時 （上記による） 負担割合変更日 

組合員番号変更時 番号変更のあった日 番号変更のあった日 

種別変更時 種別変更のあった日 種別変更のあった日 

任意継続資格取得時 任意継続組合員となった日 任意継続組合員となった日 



 

 

９ 資格取得・組合員種別（番号）変更等手続の変更点について 

 令和６年１２月２日以降の資格取得・組合員種別（番号）変更等の手続、一斉交付と個別交付による

資格取得等手続方法、被扶養者の認定手続、氏名変更の手続等に変更点があります。 

 別紙１「資格取得・組合員種別（番号）変更等手続について」をご覧ください。 

 

１０ 任意継続組合員に関する手続の変更点について 

 【変更点】 令和６年１２月２日以降、任意継続組合加入の申出をする場合は、「払込取扱票」で先

に掛金を払い込んでいただき、掛金の入金を共済組合が確認後、「資格確認書」（マイナ保険証によるオ

ンライン資格確認を受けることができない状況にある方に限ります。）及び「資格情報のお知らせ」を

交付する取扱いといたします。 

 このため、令和６年１２月２日以降の任意継続組合員に関する手続に変更点があります。 

 別紙２「任意継続組合員に関する手続について」をご覧ください。 

 

１１ 資格関係様式の変更について 

 今回の制度改正に伴い、令和６年１２月２日以降に使用する資格認定関係様式の新設、変更を予定し

ております。 

 別途、以下の通知を近日中に発出する予定です。 

 「「福利厚生事務の手引 別冊様式集」の資格関係様式の改定について（通知）」（６公立東京給第 

１２７６号） 

 

１２ マイナンバーの取扱いについて 

 【変更点】 令和６年１２月２日以降、組合員資格取得届書及び被扶養者申告書を提出する場合は、

マイナンバーの提出が必要となります。 

 ただし、当共済組合東京支部では、所属所の負担、情報漏えいのリスク等を最小限とする観点から、

届書等にマイナンバーを直接記載させるのではなく、組合員御本人による「Ｗｅｂ申請」の方法でマイ

ナンバーを収集することといたします。 

 別途、以下の通知を近日中に発出する予定です。 

 「公立学校共済組合員等の個人番号（マイナンバー）の取扱いについて（通知）」（６公立東京給第 

１２７７号） 

 

１３ 組合員向け案内チラシについて 

 このたび、組合員の皆様に向けた制度改正の案内チラシを作成いたしました。各所属所におかれまし

ては、組合員の皆様がご覧いただけるよう、適宜の方法で周知してください。メール転送、紙媒体での

配布、校内回覧等、周知の方法は問いません。 

 別紙３「組合員の皆様へ 健康保険証はマイナ保険証に移行します」 

 なお、本通知及び案内チラシは、公立学校共済組合のホームページにも近日中に掲載する予定です。 

 

１４ その他 

 ＪＥＴプログラムによる英語等指導助手については、東京都教育庁グローバル人材育成部から別途

通知を送付する予定です。 

 

【問合せ先】 

公立学校共済組合東京支部 給付貸付課 資格担当 

 鈴木・久能・松岡・廣津 

電話０３－５３２０－６８２６ 


